
 

  
  

 
 
 

 

呉の子どもは呉のおとなが守る 
 
 
 
 
 
 

呉市青少年補導員の委嘱式 
 

７月８日（金），３年ぶりに「社会を明るくする運動決起大会」が開催され，その中
で，呉市青少年補導員の委嘱式が行われました。皆様もご存じのように，呉市青少年補
導員の任期は２年で，今年は委嘱の年になります。委嘱される約２０００名を代表して
城会長が，新原市長から委嘱状を受け取りました。 

今後とも，呉の子どもたちの健全育成と安心・安全のためにご協力をよろしくお願い
いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和４年度 青少年健全育成功労者等知事表彰  
この表彰は，永年にわたり地域において顕著な功績がある方々に贈られるものです。

青少年健全育成のために，いつも活動してくださり，ありがとうございます。 
             

中岡 博美（  宮原地区  ）  

              榎  大介（警固屋地区）  

              坂  孝好（  豊浜地区  ）  （敬称略） 
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呉市青少年指導センター 

呉市中央４丁目１－６（呉市文化振興課内） 

℡ ０８２３－２５－３５１９ 

くれ青少年

 

補導員が行う主な業務 
 (1) 街頭指導    (2) 青少年指導    (3) 社会環境の改善 

(4) 地域住民の啓発 (5) その他青少年の健全育成のための必要な活動 
 

特に留意すること 
・街頭指導は，各地区補連協で計画的に行う必要があります。 
・街頭指導は，原則複数で行ってください。 
・街頭指導は，人間関係をつくる機会ととらえ，“愛の一声”をかけましょう。 

 ・全ての青少年は，よい心を持っているのだという認識に立つのが大切です。 
 ・冷静に，しかも優しく寛容な態度で青少年に接してください。 
 ・場合によっては，無理をしないで警察等に通報しましょう。 
・指導活動で知り得た秘密を漏らすことはできません。 
 

            （呉市青少年指導センター「青少年補導員活動の手引き」より抜粋） 



 

 

 

 

ほっとできる「居場所」がどこにも
ない－ そんな子供・若者が増えて

います。 
内閣府の子供・若者の意識調査に

よると，家庭や自分の部屋，学校，イ
ンターネット空間などにも，居心地
のいい場所がないと感じる子供・若
者がいます。 

私たちは，子供・若者の「居場所」をつくり，社会生活を円滑に営むことがで
きるよう支援していきましょう。 

未来を担う子供・若者たちのために，呉市でも，次のような取組等が行われて
います。 

 

街頭啓発活動 

 

○地域行事に併せた児童虐待

防止啓発活動 

 

〇あいさつ・声かけ運動 

 

各地区民生委員児童委員によるオレンジリ

ボンキャンペーン啓発テｲッシュの配布 

 

「呉の子どもを守る会議」と呉市 PTA 連合

会や各学校が，子どもの安心・安全なくらし

を呼びかける街頭啓発活動 

広報啓発活動 

 

〇いじめ撲滅キャンペーン 各小中高等学校で児童生徒が主体となり，

保護者・地域と協力していじめを撲滅する

取組を計画・実施 

巡回活動 

  

  

 

〇広島県青少年健全育成条例

に基づく立入調査 

 

〇1 のつく日の声かけ運動 

呉市青少年指導センターによる，書店，コン

ビニ，カラオケ店等の立入調査及び指導 

 

「1 のつく日」の早朝における登校児童生徒

への声かけ運動 

若者の社会 

参加活動 

〇呉市立中学校総合文化行事 「ふれあい夢議会」など 

 

表彰 

 

〇呉市青少年の善行等の表彰，

青少年健全育成功労者表彰

に係る候補者の募集 

善行等表彰者，健全育成者 

功労者表彰の推薦募集 
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どこにもない

―  全ての子供・若者が自らの「居場所」を得て，  

成長・活躍できる社会を目指して  ―  


